
介護事業所における
協働化等による
職場環境改善の事例集

厚生労働省　令和７年度　老人保健事業推進費等補助金　老人保健健康増進等事業

令和８年（2026年）３月

株式会社NTTデータ経営研究所

介護事業所における協働化等による職場環境改善の効果検証等に関する調査研究事業





目次

事例⼀覧

協働化とは2 4

本事例集の⾒方3 5

社会福祉連携推進法人1

社会福祉連携推進法人秋田圏域社会福祉連携推進会 9事例1

社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブ 12事例2

社会福祉連携推進法人ありがとう安心サポート協会 15事例3

社会福祉連携推進法人一五戸共栄会 18事例4

社会福祉連携推進法人いーまーる 21事例5

社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ 24事例6

社会福祉連携推進法人きょうと福祉キャリアサポート 27事例7

社会福祉連携推進法人幸輪ホールディングス 30事例8

社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル 33事例9

社会福祉連携推進法人青海波グループ 36事例10

社会福祉連携推進法人はあとライン 39事例11

はじめに1 3

1

8



その他ネットワーク2

阿蘇・菊池福祉ネットワーク　アソウェルプラス 60事例18

西海市医療福祉事業者グループ 63事例19

一般社団法人妻有地域メディカル＆ケアネットワーク 66事例20

TOKYOの未来をつくる社会福祉法人協力会 69事例21

姫路医療⽣活協同組合 72事例22

一般社団法人福智町社会福祉連携協議会 75事例23

袋井市福祉施設連絡会 78事例24

一般社団法人やす地域共⽣社会推進協会 81事例25

横浜みなと介護福祉事業協同組合 84事例26

株式会社ライフサポート山野 87事例27

社会福祉連携推進法人光る福祉 42事例12

社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ 45事例13

社会福祉連携推進法人福岡親和会 48事例14

社会福祉連携推進法人リガーレ 51事例15

社会福祉連携推進法人ルピナス 54事例16

社会福祉連携推進法人WTBASE 57事例17

2



　高齢化の進行や人口減少が進む中で、介護サービスを提供する法人・事業所にお

いては、人材確保の困難化や収支の不安定化、サービス提供体制の維持など、様々

な経営課題に直面しています。限られた人材や資源の中で、地域において安定的に

介護サービスを提供し続けていくためには、個々の法人・事業所による取組に加

え、複数の法人・事業所が連携しながら課題に対応していく視点が重要になってい

ます。

 　また、都道府県や市区町村においても、地域ごとに異なるサービス需要や供給
の変化を踏まえながら、将来にわたり介護サービスの提供体制を維持・確保してい

くための施策が検討・実施されています。

　本事例集では、こうした課題への対応策の一つとして「協働化」に着目し、法

人・事業所が自らの状況を踏まえながら協働化の検討を進める際の考え方や進め方

について整理しました。実際の取組事例を交えながら、「介護現場の働きやすい職

場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」に示されて

いる進め方の３つのステップに沿って構成し、協働化を検討する際の判断に資する

情報を提供することを目的としています。

　あわせて、本事例集では、法人・事業所がどのような課題認識のもとで協働化に

取り組み、どのような人物が推進役となって検討を進めてきたのか、また各ステッ

プにおいてどのような工夫や取組が行われたのかを紹介しています。さらに、それ

らの取組を通じて生じた効果や変化についても整理しています。

　本事例集が、自法人・自事業所の状況や課題と照らし合わせながら協働化の可能

性を検討する際の参考となり、地域における持続可能な介護サービス提供体制の構

築に向けた一助となれば幸いです。

　①　はじめに
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協働化を進めるための3つのSTEP

STEP１

仲間をつくる

①　つながりをつくる

他法人・事業所とのつながりや接点を持ち、関係性を

積み重ねていく。

②　つながりを深める

日常的な業務上の関わりから一歩踏み込み、地域の

状況や地域課題等の情報交換を行うなど関係を深め

る。

③　課題や⽬標を共有する

課題や問題意識を他法人・事業所と共有し、協働化

の目的・目標を具体化する。

STEP２

協働化を検討する

①　取り組む内容を考える

他法人・事業所と協働して課題を解決するための方

策を検討する。

②　取り組む体制を考える

中心となる主体を決め、協働化を推進するための協

議がしやすい体制を構築する。

③　協働化の形態を考える

協働化の内容を踏まえ、どのような形態であれば協

働化が進めやすいかを検討する。

STEP３

協働し、
PDCAを回す

協働化の結果を振り返り、取組の中で良かった点や

改善点を抽出するなど、PDCAを回していく。

　協働化とは、複数の法人・事業所が組織的な連携体制を構築し、間接業務の効率化や施

設・設備の共同利用、人材確保、人材育成、災害対応、地域貢献等を協働して実施してい

くことを指します。また、協働化の取組は介護に限らず、様々な業種で進んでおり、異な

る業種間の連携も考えられます。

　②　協働化とは
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本事例集では、協働のパターンを以下の２つに分類しております。

社会福祉連携推進法人 その他ネットワーク

各事例は３ページずつの構成で、以下の項⽬について記載してあります。

事例概要

②　本事例集の見方

はじめに「事例概要」の表を掲載しています。
協働のパターン、連携業務、協働化の経緯、団体の特色について整理しています。

事例概要
連携業務

秋田県では少子高齢化と生産年齢人口の減少が全国的にも顕著であり、医療・介護

人材の確保が困難な状況にあったことから、単一法人のみで地域サービスを維持す

ることには限界があるとの認識が共有されていた。感染症の流行により施設運営の

不安定さや職員確保の難しさがより顕在化し、社会福祉連携推進法人制度の施行を

契機として、地域全体での連携体制構築を検討するに至った。

協働化

の経緯

医療・介護・障害福祉など異なる分野に強みをもつ法人が参画し、地域課題に対し

て相互補完的に対応できる構成となっている。また、正会員としての参画が難しい

法人も関われるよう賛助会員制度を設けるなど、各法人の経営状況や役割に応じた

柔軟な参加形態を可能としている。

団体の

特 色

地域福祉支援 災害時支援 経営支援 人材確保等 物資等供給 貸付

協働のパターン

複数の社会福祉法人（他事業領域を含む）

〔社会福祉法人 4法人〕

「連携業務」では、以下の項目のうち、連携している業務をハイライトしています。

地域福祉支援

地域貢献事業の企画・立案
地域ニーズ調査の実施
事業実施に向けたノウハウ提供　等

災害時支援

経営支援

人材確保等

物資等供給

貸付

応急物資の備蓄・提供
被災施設利⽤者の移送
避難訓練
BCP策定支援　等

経営コンサルティング
財務状況の分析・助言
事務処理代行 等

採用・募集の共同実施
人事交流の調整
研修の共同実施
現場実習などの調整　等

紙おむつやマスクなどの物資の一括
調達
給食の供給　等

社会福祉法人である社員に対する資
金の貸付け

　③　本事例集の見方
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事例のポイント

厚生労働省が発行する「協働化ガイドライン」のSTEP１～３の中から、各事例においてポイ
ントとなるSTEP及びその概要を記載しています。

STEP1ー②：つながりを深める

立上げ前に、参画法人間で連携の目的を丁寧にすり合わせた。連携の目的
を明確に伝えることで誤解や不安を防ぎ、参加法人間で共通の理解を持っ
たうえで立上げに至った。

立上げ前の丁寧な合意形成と体制整備

事務局を担う法人を事前に決め、業務負担や人的余裕を考慮した支援体制
やサポート方法を整理した。

各ステップの取組内容

次に、「協働化ガイドライン」をもとに、協働化を進める上での３STEPそれぞれについて、実
際に取り組んだ内容を記載しています。

STEP１: 仲間をつくる

つながりをつくる1

既存ネットワークの活用

複数法人の理事長が医師であり、医師会
を通じた顔の見える関係性があったこと
も背景に、地域で法人が協⼒しながら持
続可能な医療・介護サービスを提供して
いく仕組みづくりの検討が始まった。

障害福祉に強みを持つ法人が、過疎化や
医師の偏在が顕著な地域に所在していた
ことから、医療連携支援を求めて参画を
希望した。

２ つながりを深める

立上げ前の合意形成と体制整備

社会福祉連携推進法人の立上げ前に、「持
続可能な地域課題解決」が連携の趣旨で
あることを丁寧に説明した。将来的な合
併を前提としていないことを明確に伝え
るなど、参画法人の理解を深める合意形
成を⾏った。

立上げ前に各法人の役割分担をすり合わ
せ、事務局機能を担う法人を決定すると
ともに、事務局業務の集中による負担を
軽減するため、支援体制やサポート方法
を整備した。

協働化によって得られた効果

協働化に取り組んだ結果、当初想定していた目的に対してどのような効果が得られたのか、
また副次的に生まれた効果がある場合はあわせて記載をしています。

協働化によって得られた効果

共通課題に基づく研修や情報交換を継続的に実施したことで、職員の学習機会が拡充
されるとともに、介護サービスの質向上や人材確保に関する課題について法人横断で
検討できる関係性が構築された。単独法人では得にくい他法人の取組事例や工夫を共
有できる環境が整ったことも、一定の効果として認識されている。

災害発生時には医療・介護専門職を派遣し被災施設の運営支援を行うなど、単独法人
では対応が難しい広域的支援が可能となり、地域全体で支え合う体制の構築に寄与し
た。

衛生用品の仕入価格を法人間で比較し、より安価な仕入先へ切り替えることでコスト
削減が実現するなど、経営資源の効率的活⽤につながる取組も⽣まれている。
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推進役・推進役サポート人材の役割

最後に、該当事例における推進役及び推進役サポート人材が誰であったのか、また、それぞ
れがどのように動き、どのような役割を果たしたのかを整理し、その結果どのように協働化
に至ったのかを記載しています。

既存の人的ネットワークを活用して参画法人間の調整を進めるとともに、制度情

報を早期に把握し、連携の必要性や方向性を示すことで立上げを主導した。法人

間の信頼関係の基盤づくりにおいても重要な役割を果たした。推進役

参画法人の理事長

推進役の
サポート

参画法人の理事

参画候補法人との面談や打合せを重ね、制度の趣旨や連携の目的を丁寧に説明す

るとともに、顔の見える関係性の構築を進めることで合意形成を円滑にした。

推進役・サポート人材の役割

参画法人の運営担当者

会議運営、事務手続き、研修調整、連絡調整などの実務を継続的に担い、連携活

動が滞りなく進むよう支えている。
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事例⼀覧
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事例概要

社会福祉連携推進法人

秋田圏域社会福祉連携推進会

連携業務

（秋田県）

秋田県では少子高齢化と生産年齢人口の減少が全国的にも顕著であり、医療・介護

人材の確保が困難な状況にあったことから、単一法人のみで地域サービスを維持す

ることには限界があるとの認識が共有されていた。感染症の流行により施設運営の

不安定さや職員確保の難しさがより顕在化し、社会福祉連携推進法人制度の施行を

契機として、地域全体での連携体制構築を検討するに至った。

協働化

の経緯

医療・介護・障害福祉など異なる分野に強みをもつ法人が参画し、地域課題に対し

て相互補完的に対応できる構成となっている。また、正会員としての参画が難しい

法人も関われるよう賛助会員制度を設けるなど、各法人の経営状況や役割に応じた

柔軟な参加形態を可能としている。

団体の

特 色

地域福祉支援 災害時支援 経営支援 人材確保等 物資等供給 貸付

STEP1ー②：つながりを深める

立上げ前に、参画法人間で連携の目的を丁寧にすり合わせた。連携の目的
を明確に伝えることで誤解や不安を防ぎ、参加法人間で共通の理解を持っ
た上で立上げに至った。

立上げ前の丁寧な合意形成と体制整備

事務局を担う法人を事前に決め、業務負担や人的余裕を考慮した支援体制
やサポート方法を整理した。

社会福祉連携推進法人

協働のパターン

複数の社会福祉法人（他事業領域を含む）

〔社会福祉法人 ４法人〕

事例1
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３ 課題や目標を共有する

会費収入を前提とした活動規模を想定
し、実行可能性を踏まえた現実的な活動
計画を策定した。

初めから明確な数値目標は設定せず、「実
施可能な内容から段階的に取り組む」と
いう基本方針を共有し、参画法人間で合
意した。

段階的な目標設定

STEP２: 協働化を検討する

２ 取り組む体制を考える

経営状況等により正会員としての参画が
困難な法人に対しては、賛助会員（準会
員）制度を導入することで、議論や活動
への関与機会を確保した。

柔軟な会員区分と役割分担の整理

取り組む内容を考える1

災害・感染症対応、人材育成研修、施設
職員の情報交換など、複数法人に共通す
る課題領域を中心に取組内容を整理し
た。

共通課題を基盤としたテーマ設定

３ 協働化の形態を考える

連携目的に適合した制度の選択

地域全体で持続可能なサービス提供体制
を構築するという目的に対し、法人間の
独立性を維持しながら協働できる制度と
して社会福祉連携推進法人を選択した。

まずは実行可能性の高い活動から着手
し、少しずつ取組を広げていく方針とし
た。

STEP１: 仲間をつくる

つながりをつくる1

既存ネットワークの活用

複数法人の理事長が医師であり、医師会
を通じた顔の見える関係性があったこと
も背景に、地域で法人が協⼒しながら持
続可能な医療・介護サービスを提供して
いく仕組みづくりの検討が始まった。

障害福祉に強みを持つ法人が、過疎化や
医師の偏在が顕著な地域に所在していた
ことから、医療連携支援を求めて参画を
希望した。

２ つながりを深める

立上げ前の合意形成と体制整備

社会福祉連携推進法人の立上げ前に、「持
続可能な地域課題解決」が連携の趣旨で
あることを丁寧に説明した。将来的な合
併を前提としていないことを明確に伝え
るなど、参画法人の理解を深める合意形
成を⾏った。

立上げ前に各法人の役割分担をすり合わ
せ、事務局機能を担う法人を決定すると
ともに、事務局業務の集中による負担を
軽減するため、支援体制やサポート方法
を整備した。

各法人から複数名を選出して理事会を構
成することで、法人間のバランスを保ち
ながら意思決定を行う体制を整備した。

10



既存の人的ネットワークを活用して参画法人間の調整を進めるとともに、制度情

報を早期に把握し、連携の必要性や方向性を示すことで立上げを主導した。法人

間の信頼関係の基盤づくりにおいても重要な役割を果たした。推進役

参画法人の理事長

推進役の
サポート

参画法人の理事

参画候補法人との面談や打ち合わせを重ね、制度の趣旨や連携の目的を丁寧に説

明するとともに、顔の見える関係性の構築を進めることで合意形成を円滑にし

た。

協働化によって得られた効果

共通課題に基づく研修や情報交換を継続的に実施したことで、職員の学習機会が拡充
されるとともに、介護サービスの質向上や人材確保に関する課題について法人横断で
検討できる関係性が構築された。単独法人では得にくい他法人の取組事例や工夫を共
有できる環境が整ったことも、一定の効果として認識されている。

推進役・サポート人材の役割

災害発生時には医療・介護専門職を派遣し被災施設の運営支援を行うなど、単独法人
では対応が難しい広域的支援が可能となり、地域全体で支え合う体制の構築に寄与し
た。

参画法人の運営担当者

会議運営、事務手続き、研修調整、連絡調整などの実務を継続的に担い、連携活

動が滞りなく進むよう支えている。

衛生用品の仕入価格を法人間で比較し、より安価な仕入先へ切り替えることでコスト
削減が実現するなど、経営資源の効率的活⽤につながる取組も⽣まれている。

STEP３: 協働し、PDCAを回す

運営改善を通じた主体的関与の促進

事務局に業務が集中するという課題が明
らかになったことから、２年目以降は研
修企画を法人輪番制で担当する方式へと
見直し、業務負担の分散と各法人の主体
的関与の促進を図った。

連携開始後は、共通課題に基づく研修会
や施設職員同士の情報交換会を定期的に
開催し、法人間の課題共有と対応策の検
討を進めた。

11



つながりをつくる1 ２ つながりを深める

事例概要
協働のパターン 連携業務

協働化

の経緯

社会福祉法人、学校法人、株式会社など多様な法人格が、共通の理念への共感を軸

に参画している点が本連携の特色である。現在は38法人及び26の賛助会員が参画

し、経営支援、人材確保、物資等供給の３領域について、委員会方式により活動を

展開している。

団体の

特 色

大学の研究室と企画したイベントを契機に、保育業界の将来を志向する関係者が自

然に集う場が形成された。このネットワークを基盤として、「選ばれる保育園を共

につくる」という理念に共感する法人同士の自発的な協働が始まった。

社会福祉法人・学校法人・株式会社等

〔社会福祉法人等 38法人〕 地域福祉支援 災害時支援 経営支援 人材確保等 物資等供給 貸付

STEP１ー③：課題や目標を共有する

理念を伴わない多機能化は、長期的には組織の機能不全を招く可能性があ
るとの考えから、共通理念の共有を最重要事項として位置付けている。

理念共有を軸とした参画プロセスの徹底

STEP１: 仲間をつくる

最初の契機は、大学の研究室との議論を
通じて令和４年に企画されたイベント 
“あたらしい保育イニシアチブˮである。

イベントを通じた人的ネットワーク形成 ２か月ごとの例会

２か月に⼀度、約７時間に及ぶ対⾯形式
の例会を開催している。なお、施設⾒学
を含む場合もある。

社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人

あたらしい保育イニシアチブ
（東京都・和歌山県等）

新たに参加を希望する法人に対しては、正式加入前に例会へのゲスト参加
を促し、活動の実態や運営方針を共有する仕組みとしている。このプロセ
スを通じて相互理解を深めることで、エンゲージメントの醸成と、参画後
のミスマッチ防止を図っている。

同イベントを通じて、「保育業界を本気で
良くしたい」という高い志を共有する関
係者が⾃然に集う場が形成された。

そこで築かれた顔の見える信頼関係が、
現在の連携の基盤となっている。

十分な議論と懇親の機会を設けること
で、法人間及び担当者間の関係性を深め
ている。

事例2
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３ 課題や目標を共有する

以下の４つのビジョンを基盤として、「選
ばれる保育園を共につくること」を社会
福祉連携推進法人の目標としている。

４つのビジョンを基盤とした目標設定

STEP２: 協働化を検討する

２ 取り組む体制を考える

各事業は委員会方式で運営され、参加法
人ごとに役割を分担しながら、企画・実
行する。

委員会ごとの業務遂行

取り組む内容を考える1

経営支援業務、人材確保等業務、物資等
供給業務を主要な活動業務として位置付
けている。

目標達成に向けた取組内容の決定

３ 協働化の形態を考える

社会福祉連携推進法人と緩やかな連携の両立

参加法人の属性が社会福祉法人、株式会
社、学校法人など多岐にわたる。

・自園の子どもだけではなく、地域の全ての
　子ども達に開かれた存在に。
・限られた子どもだけでなく誰ひとり取り残
　さないように。
・地域の中にあるだけでなく自らコミュニテ
　ィを⽣み出す装置に。
・単体で存在するのではなくネットワークを
　形成するハブに。

「理念を伴わない安易な多機能化は、長
期的には組織の機能不全を招く可能性が
ある」との考えから、これを回避するた
め、参画を希望する法人には正式加入前
に例会へゲスト参加してもらい、価値観
や方向性の⼀致を丁寧に確認している。

これらのビジョンは、業界団体の集まり
を活用した合宿形式での議論を通じて練
り上げた。

具体例として、物資等供給業務では、
38法人（こども定員数: 約13,000人規
模）を一つの共同購買単位と捉え、スケ
ールメリットを活かした調達を進める。

また、こども誰でも通園制度への管理コ
ストの削減に向けたキャッシュレス決済
の導入を開始している。

さらに、２か月に１回の例会で各委員会
活動の進捗管理を行う。

多様な法人格が同一の枠組みの中で連携
可能な制度として、社会福祉連携推進法
人の形態が最も適していると判断した。 現在の参加法人は38法人、その他賛助

会員が26法人である。

また、営利性を持つ単発のイベントとは
一線を画して、公式の継続性を持った枠
組みとして連携を進める観点からも、社
会福祉連携推進法人を選択した。
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協働化の中心的役割は、保育、教育、民間経営という異なるバックグラウンドを

持つ代表理事、理事、評議員の３名が担っている。

非営利性の担保、経営合理性の追求及び両者のバランスという３つの視点が相互

に作用することで、質の高い意思決定を可能とする体制を構築している。

異なるバックグラウンドの３名の発起人

賛助会員制度を設け、寄附やイベント運営への協力などの支援を受けている。

会員には上場企業や大手企業も含まれており、平日昼間の活動への参画や会場提

供など、民間リソースを活かした連携が進んでいる。

一定の費用を要するイベント開催においても、賛助会員による継続的な支援が、

活動を安定的かつ持続的に推進する上で重要な役割を果たしている。

賛助会員

協働化によって得られた効果

推進役

推進役の
サポート

STEP３: 協働し、PDCAを回す

成果の評価方法

法人格の垣根を越えた横断的なネットワークの構築により、共同購買やDX導入など、
スケールメリットを活かした具体的な取組が進められている。

推進役・サポート人材の役割

取組の試行錯誤と深化

本格的に事業を始めて間もない（令和６
年度から実施）段階であるため、現時点
では、今後の評価に向けた整理・検討を
進めている状況である。

具体的には、人材確保事業における採用
率や離職率といった定量的指標を中心
に、評価軸を設定していく方針である。

運営形態は、青年会議所（JCI）をモデ
ルとしている。

将来的には、青年会議所（JCI）のよう
に、給料が発生しないながらも実効性・
継続性が担保されたネットワークへの発
展も視野に入れている。

参加法人数は、150法人規模までの拡大
を目標としている。

今後は、採用率や離職率などの成果指標を策定し、定量的な側面からも効果の可視化
を図る予定である。

また、理念を軸とした信頼関係の構築により、法人間の相互理解とエンゲージメント
の醸成が進んでおり、将来的な150法人規模への拡⼤を⾒据えた経営基盤の整備が進
みつつある。
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事例概要

社会福祉連携推進法人ありがとう

安心サポート協会

連携業務

身元保証がないことを理由に入院・入居ができない高齢者の実態や、ケアマネジャ

ーが本来業務を超えて支援している状況を、推進役が把握したことが出発点であ

る。推進役は、社会福祉連携推進法人制度ができる以前から、雛形づくりや制度設

計に関与してきた。約５年にわたり準備を進め、令和７年に６法人で社会福祉連携

推進法人を設立した。

（東京都・神奈川県・島根県）

協働化

の経緯

連携対象の選定にあたり、推進役がコンサルタント・評議員・理事として関与して

いる社会福祉法人の中から、マネジメントのレベル感や人材不足・事業継続への危

機感が近く、連携した際にシナジーが見込めるかという観点から検討を行い、東京

都２法人、神奈川県３法人、島根県１法人の広域６法人で構成している。

団体の

特 色

地域福祉支援 災害時支援 経営支援 人材確保等 物資等供給 貸付

STEP１: 仲間をつくる

つながりをつくる1

推進役の関与を基盤としたつながり

STEP２ー③：協働化の形態を考える

法人として課題感を抱いていた高齢者等終身サポート事業は、途中で担い
手が離脱することが、利⽤者に直接的な不利益を与えかねない性質を有し
ている。このため、責任の所在を明確にし、かつ事業継続性を担保する必
要があると判断し、緩やかな任意連携ではなく、社会福祉連携推進法人と
して法人化に踏み切った。

責任と継続性を担保するため社会福祉連携推進法人化

推進役は各法人にコンサルタント・評議
員・理事として関与し、各法人の経営状
況や課題を把握していた。

推進役が関与していた法人は多くあった
ものの、各法人のマネジメントのレベル
感や人材不足・事業継続への危機感が近
く、法人同士が連携した際にシナジーが
見込めるという観点から東京都２法人、
神奈川県３法人、島根県１法人で構成。

社会福祉連携推進法人

協働のパターン

複数の社会福祉法人（３都県に所在）

〔社会福祉法人 ６法人〕

２ つながりを深める

経営層から現場へ段階的に議論を拡⼤

社会福祉連携推進法人の設立にあたり、
ビジョンとしてめざずゴール像とロード
マップを共有し、理事長同⼠で協働化に
向けた話し合いを⾏った。

経営層の温度感がそろった段階で、管理
者層、現場職員へと議論の場を広げると
ともに、委員会組織を設けることで法人
横断で連携を進める体制を構築した。

事例3
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３ 課題や目標を共有する

終身サポートの必要性、人材不足、⽣産性向上、災害時の相互支援といった課題につい
て、単独法人では、事業開発から事業運営まで、利⽤者ニーズを満たし続けることは難し
く、取組の途中で担えなくなるリスクが高いことや、利⽤者にとってのサービスの継続性
や品質責任の⾯で限界があるという問題意識を共有した。

単独法人では担いきれない課題の共有

STEP２: 協働化を検討する

２ 取り組む体制を考える

理事会は全体方針や大枠の方向性を決定
する。

理事会・委員会・事務局の役割分担

委員会は事業ごとに設置し、法人横断で
実務的な検討や情報共有を行っている。
委員会には各事業の主担当理事・副担当
理事が関与することで、理事会への報告
や意思決定につなげる役割を担ってい
る。

取り組む内容を考える1

高齢者等終身サポート事業、人材の確
保・育成・定着を目的とした人材シェア
や育成の仕組みづくり、災害時の相互支
援を目的とした連携法人版BCP策定や防
災士育成を中心に連携を進めている。

KGI・KPIの設定

３ 協働化の形態を考える

社会福祉連携推進法人制度の選択

STEP３: 協働し、PDCAを回す

三層体制で進捗確認と意思決定を実施

ロードマップを作成し、KGI及びKPI、
スケジュールを整理している。

緩やかな連携では責任の所在が不明確と
なり、事業の継続性に不安が残ると考え
た。責任と継続性を明確にし、職員にも
理解しやすい形とするため、社会福祉連
携推進法人制度を選択した。

推進役が連携先法人に出向いて会議を行
い、連携の深化を図っている。

事務局は全体の調整を担っている。具体
的には、ロードマップや進捗の整理、委
員会で出た論点の取りまとめ、次の意思
決定事項の準備等を行っている。

ロードマップを作成し、終身サポート事
業、人材施策、災害対応についてKGI・
KPIとスケジュールを設定した。

事業ごとに設置している委員会で、取組
進捗状況や課題を確認した上で、直近の
取組内容を整理している。
委員会での議論の内容は、委員会に関与
している各事業の主担当理事及び副担当
理事が理事会へ報告している。
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６法人それぞれにコンサルタント・評議員・理事として関与してきた立場から、

社会福祉連携推進法人としてのロードマップを作成した上で、各法人に連携の趣

旨や課題意識、取組を説明し、合意形成を進めた。また、理事会・委員会・事務

局の役割分担等、社会福祉連携推進法人としての体制を整備した。

推進役

理事

ロードマップ管理、理事会への報告や意思決定につなげる準備、行政・外部折衝

対応、制度解釈・制度対応等を実施した。

推進役の
サポート

協働化によって得られた効果

推進役・サポート人材の役割

各事業の主担当理事・副担当理事

終身サポート事業、人材施策、災害対応の事業ごとに委員会を設置した。委員会

に参加する各事業の主担当理事・副担当理事が、実務的検討や法人間調整、委員

会の議論の理事会への橋渡し役を担った。

事務局

単独法人では実施が難しい終身サポート事業を、第三者（行政の監査）の⽬が入る公
正な仕組みの中で提供できる。

人材不足への対応として、法人や地域を越えた人材活⽤の可能性が広がる。

災害時の相互支援体制を構築できる。

地域の中で身元保証や生活支援といった役割を社会福祉法人が担うことで、地域貢献
に繋がる。
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つながりをつくる1 ２ つながりを深める

事例概要
協働のパターン 連携業務

広域災害の頻発を受け、地理的に離れた３法人が災害時の相互応援を目的に連携を

開始した。緩やかな協力関係の中で経営課題も共有され、各法人の独立性を維持し

たまま連携を深化させる手段として、社会福祉連携推進法人化に至った。

協働化

の経緯

北海道、東京、岐阜に拠点を置く、同一経営下の３つの社会福祉法人で構成されて

おり、地域福祉支援や災害時支援、経営支援等の取組を展開している。

法人間が地理的に分散していること自体がリスク分散につながるとの考えのもと、

平時から職員レベルでの関係構築を進めてきた。

団体の

特 色

社会福祉法人（３都道県に所在）

〔社会福祉法人 ３法人〕 地域福祉支援 災害時支援 経営支援 人材確保等 物資等供給 貸付

STEP３：協働し、PDCAを回す

各法人の加算取得状況を可視化し、未取得の理由を分析(Plan)した上で、
取得方法の共有や実践事例の紹介を通じて学び合い、取得に向けた具体的
な取組を進めた(Do)。

PDCAの流れを法人間で協働して実践

STEP１: 仲間をつくる

広域災害の頻発を受け、発災時に法人間
で即応的に支援し合う体制の必要性が共
有された。

広域災害を見据えた相互支援体制 経営層・現場職員両面での関係構築

外部理事や評議員の相互就任といったガ
バナンス面での取組を通じ、法人間の信
頼基盤の構築を図っている。

社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人

一五戸共栄会
（北海道・東京都・岐阜県）

連携推進法人の枠組みにより、経営課題について法人間で率直な助言や意
見交換が可能となり(Check)、改善に向けた議論が継続している(Action)。

北海道、東京、岐阜に拠点が分散してい
る状況を、有事における共倒れを防ぐた
めのリスク分散として戦略的に捉え、令
和２年２⽉に同⼀経営下の３法人間で相
互応援協定を締結した。

連携は経営層にとどまらず、職員レベル
での相互理解の促進も重視している。具
体的には、合同研修や駅伝大会といった
親睦⾏事に加え、他法人の理事会への陪
席など、実務に踏み込んだ交流も実施し
ている。

組織の各階層で「顔の見える関係」を築
くことで、連携の実効性の向上につなげ
ている。

その結果、現状把握(P)→実行(D)→検証(C)→改善(A)のサイクルを協働で回
す体制が整い、経営改善や加算取得といった成果につながっている。

事例4
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